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４．南口公共施設等用地とJR国立駅舎用地の一体的開発に係る事業手法の検討 
 
（１）JR 国立駅舎用地の確保手法の検討 

・ 南口公共施設等用地と JR 国立駅舎用地の一体的開発に係る事業手法の検討にあたって前提と

なるのは、JR 国立駅舎用地＝駅舎保存用地が確保されることである。 
・ そこでここでは、駅舎保存用地の確保手法について検討し、手法ごとの課題を検討した上で、

次節の一体的開発に係る具体的な事業手法の検討に移るものとする。 

 
 
１）駅舎保存用地の確保手法の考え方 

・ 駅舎保存用地の確保の考え方としては、次のものがあると考えられる。 
① 駅保存用地部分を市が購入する 
② 現在土地開発公社が所有している土地を市が買い取り、駅保存用地と交換する 
③ 現在土地開発公社が所有している土地を市が買い取り、JR 用地及び民間所有地とともに

一体的に開発する 
④ 駅保存用地部分を市が借りる 

・ これらの考え方に基づく確保手法としては次ページの表のようなものが考えられる。 
 

２）一体的開発に係る具体的な事業手法の検討 

・ 駅舎保存用地の確保手法のうち、保存用地を市が直接取得する場合は、南口公共施設等用地の

活用について含まれない。 
・ 用地交換により確保する場合、敷地整序型区画整理事業を適用する手法は、南口公共施設等用

地に公共施設整備を行うことになる。また比較的実現性もある。 
・ 一体的に開発する手法は、双方とも南口公共施設等用地の活用を伴うが、市街地再開発事業の

実施によるものの方がどちらかといえば実現性が高い。 
・ 市が借地する手法は、国立市所有地(＝現在土地開発公社が所有している土地)を借地して地代収

入を得ることが前提となり、南口公共施設等用地の活用が含まれる。 
 

・ 以上のことから、一体的開発に係る具体的な事業手法については、次のものを検討することと

する。 

注：現在土地開発公社が所有している 

●敷地整序型区画整理事業を活用した場合

●市街地再開発事業を活用した場合 

●借地により駅舎用地を確保した場合 

㎡ ㎡ ㎡ 



 

 

■JR 国立駅舎用地の確保手法の検討 

手 法 市のメリットと課題（整備・合意形成） 課題の解決の考え方 実現性 

 

駅前の JR 所有地全体（約

2000 ㎡）を市が購入 

○ 駅舎用地を恒久的に確保でき、駅前の公的空間の適正

な整備等が可能となる 

△ JR 側との用地取得交渉が先行き不明。 

△ 約 16 億円の新たな財政支出 

・ ねばり強い用地取得交渉 

・ 予算措置 

過大な財政支出

を伴い非常に困

難 

保存用地を購入

して確保 

 

JR 所有地のうち、駅舎保

存に必要な面積（約 700

㎡）を市が購入 

○ 駅舎用地を恒久的に確保できる。 

○ JR 側との用地取得交渉が容易 

△ 約 6億円の新たな財政支出 

△ 駅前の公的空間の適正な整備が担保出来なくなる 

・ 駅前の公共空間の適正な整備のため、条件を設定

（駅前広場としての都市計画の変更、地区計画の地

区施設の指定など） 

現時点では JR 側

との合意もしや

すく比較的容易 

 

JR 所有地と国立市所有地

の交換（用地の等価交換）

により駅舎保存に必要な

面積（約 700 ㎡）を確保 

○ 駅舎用地について新たな多額の財政負担を伴わず確保

できる 

△ 交換には約 700 ㎡に対し、土地開発公社用地約 1,000

㎡を要する 

△ JR 側に税負担が生じ、合意が難しい。 

△ 駅前の公共空間の適正な整備が担保出来なくなる 

・ 交換後の JR 所有地の開発に行政が関与する（土地

開発公社用地の連携した開発又は一体開発） 

・ 土地区画整理事業等を活用した税負担の軽減 

・ 駅前の公共空間の適正な整備のため、条件を設定

（駅前広場としての都市計画の変更、地区計画の

地区施設の指定など） 

JR 側との合意形

成が比較的難し

い 

保存用地を用地

交換して確保 

 

JR と国立市が敷地整序型

区画整理事業を活用して

用地交換を行う 

○ 駅舎用地について新たな多額の財政負担を伴わず確保

できる 

○ JR 側に税負担が生じない 

○ 駅舎用地から西側について土地所有関係が整理できる 

△ 交換には約 700 ㎡に対し、土地開発公社用地約 1,000

㎡を要する 

△ 減歩による公共用地の供出 

・ 交換後の JR 所有地の開発に行政が関与する（土地

開発公社用地の連携した開発又は一体開発） 

・ 敷地整序型区画整理事業の場合、減歩による公共

用地の供出は最低限度でよい（減歩は公共側には

メリット） 

市及び JR 側双方

にデメリットと

なることが少な

く比較的容易 

等価交換方式による土地

活用事業（土地の売却に

よる建設費捻出） 

○ 駅前の一体的な開発により適正な公的空間の整備が可

能となる（土地活用事業に対する公の関与） 

△ 駅舎用地の確保手法が明確ではない（土地の高度利用

とオープンスペースの確保） 

△ 活用可能な建設事業費に対する補助メニューが少ない

△ 建設事業者に対する土地開発公社用地の売却が必要 

△ JR 側の税負担（条件により特例あり） 

・ 総合設計制度等の活用 

・ 補助メニューのある事業方式の活用 

・ 権利変換方式 

・ 市街地再開発事業による税負担の特例活用 

市側にメリット

が少なくリスク

が大きいため非

常に困難 

国立市所有地の

活用を含めた用

地確保 

 

市街地再開発事業の導入

による土地活用事業（保

留床の売却による建設費

捻出） 

○ 駅前の一体的な開発により適正な公的空間の整備が可

能となる（公共施設整備も含まれる） 

○ 建設費補助や税制特例等の手厚いメニューが利用可能

△ 保留床の確保と処分先（事業採算性） 

△ 事業申請手続きや都市計画決定手続き等 

・ 参加組合員制度や特定建築者制度等の活用 

・ 駅前整備計画の総論合意に基づく、関係者の円滑

な合意形成（地権者、市民、議会等） 

リスクが大きく、

手続きが煩雑で

あるなどの問題

点がある 

土地所有権の移

動を伴わない確

保 

 

市が駅舎用地を借地する ○ 市のイニシャルコストは不要（土地開発公社からの買

い取り負担を除く） 

△ 一定のランニングコストが発生 

△ 地代の支払いが補助対象となることは困難 

△ 駅前の公共空間の適正な整備が担保出来なくなる 

・ 現在の土地開発公社用地の活用により収入を得る 

・ 駅前の公共空間の適正な整備のため、条件を設定

（駅前広場としての都市計画の変更、地区計画の

地区施設の指定など） 

保存用地の権原

が確保されない 

購入 

購入 

交換 

区画整理事業区域 

一体的な再開発 

借地 

民間所有地：700 ㎡ 

民間所有地 

2000 ㎡ 民間所有地：700 ㎡ 国立市所有地：5000 ㎡ 

2000 ㎡ 国立市所有地：5000 ㎡ 

民間所有地：700 ㎡ 2000 ㎡ 国立市所有地：5000 ㎡ 

民間所有地：700 ㎡ 2000 ㎡ 国立市所有地：5000 ㎡ 

民間所有地：700 ㎡ 2000 ㎡ 国立市所有地：5000 ㎡ 

民間所有地：700 ㎡ 2000 ㎡ 国立市所有地：5000 ㎡ 

㎡ 

2500 ㎡ 

800 ㎡ 

2500 ㎡ 

800 ㎡ 

2500 ㎡ 

800 ㎡ 

800 ㎡ 

800 ㎡ 
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（２）敷地整序型区画整理事業を活用した場合の検討 

 
１）敷地整序型区画整理事業導入に関する検討 

【適用対象事業】 

・ 敷地整序型区画整理事業の適用対象事業は、次の３つの全てに該当する事業であり、本検討で

は基本的に満たすものと考えられる。 
① 既成市街地内の一定の基盤整備がなされている地域で、空地、駐車場等の小規模かつ不整形で

散在した低未利用地の有効利用を特に進める必要がある地区で行われる小規模な事業 
② 個人施行又は組合施行の事業(特に必要な場合は、公共団体施行等も準用可能)* 
③ 地方公共団体が、公共団体等施行の土地区画整理事業を予定している区域以外で行われる事業 

*：敷地整序型区画整理事業は公共団体が個人施行者となることが可能 
【技術基準】 

・ 土地区画整理法第２条第１項の「公共施設の新設・変更」の解釈について、本検討が当てはま

るか否かという問題があるが、「公共的空地等の整備と一体的な舗装の打ち換え・植栽」に該当

すると考えられる。 
・ その他、道路の最低幅員については、施行規定第９条第３号の但し書きの適用により、最低幅

員を６m 以上とする。 
 

２）敷地整序型区画整理事業の計画 

・ 本検討では、以下のように事業区域を設定し、基本的には市所有地と JR 所有地の交換を行い、

道路の拡幅を行うものとする。 
 
 

 
 

 

面積（㎡） 割合 土地単価（万/㎡） 評価額（百万） 割合

国立市所有地 2,800 41.2% 58.6 1,641 44.3%
民間所有地 700 10.3% 61.6 431 11.6%
JR所有地 2,000 29.4% 81.8 1,636 44.1%

5,500 80.9% 3,708 100.0%

公共施設 道路 1,300 19.1%

6,800 100.0%

■従前

用途（構造）

駐輪場・一部駐車場（鉄骨2階建て）
店舗（鉄骨2階建て・準耐火）
更地

小計

合計

宅地

事業区域 

民間所有地：700 ㎡国立市所有地：2800 ㎡ JR 用地：2000 ㎡ 
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【注意】 

・ 敷地面積や土地単価等は、概ねの数値を用いており、概算値である。 
・ 従後の土地の増進率等については考慮していない。 

 
 
３）概算事業費の検討 

【収入の部】 

・ 特に補助金等のメニューがないため、事業においてかかった費用については、各施行者が負担

金を供出することによりまかなう。 
【支出の部】 

・ 公共施設整備費については、拡幅部分の舗装整備のみを行うものとした。 
・ 移転補償費については、事前に各地権者が除却工事を実施し、更地で事業に入ることとしたた

め、計上していない。 
・ 調査設計費、事務費については、これまでの事例から単価等を算出し、計算した。 

 
 
 

金額(百万) 備考

市 37.6
民間地権者 9.9
JR 37.5

84.9

金額(百万) 備考

7.5 拡幅部分舗装整備（250㎡、3万/㎡）

0.0 地権者ごとに除却工事を実施

74.8 単価：1.1万円/㎡

2.6 事務費を除く事業費の合計の3％
84.9

その他事務費

施行者負担金

合計

■収入の部

合計

公共施設整備費

整理前土地の評価額の割合に応じる

■支出の部

項目

移転補償費

調査設計費

項目

面積（㎡） 割合 土地単価（万/㎡） 評価額（百万） 割合 清算金（百万）　　－；徴収 備考

国立市所有地 2,000 29.4% 81.8 1,636 46.0% -61
民間所有地 650 9.6% 61.6 400 11.2% 14

JR所有地 2,600 38.2% 58.6 1,524 42.8% 47

5,250 77.2% 3,560 100.0% 0

公共施設 道路 1,550 22.8%

6,800 100.0%

■従後

減歩率
4.5％

宅地

小計

合計

民間所有地：650 ㎡
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４）特徴と課題 

・ 事業実施による実質的な市の負担額は下表の通りである。 

 

・ 市の負担額は、土地開発公社用地の買い取りが殆どを締め、直接的な事業による支出は約 1 億

円程度となる。 
・ 本検討では、市と JR の従前の権利割合がほぼ等しくなるように事業区域を取り、検討を行った

ため、市が従後に 2000 ㎡の敷地を確保した場合、清算金を支払う形になった。しかし、事業区

域の取り方によっては清算金の負担を小さくすることは可能である。 
 
【地権者間の合意形成について】 

・ 本検討は、基本的に、実施主体が費用の大きな負担がないということから、合意形成がしやす

いと考えられる。 
・ 本検討では、減歩率を 4.5％に設定したが、道路拡幅部分を国立市の所有地とする換地計画にす

れば、減歩率０％とすることも可能で、さらに合意形成はしやすくなるものと考えられる。 
 
【事業による南口整備について】 

・ 事業区域南側の、現況で 4.2m 程の幅員の道路を部分的に拡幅でき、残りの西一条までの拡幅部

分は土地開発公社用地であることから、路線単位での拡幅整備がほぼ担保されたと言える。 
・ 一方、従後の JR 所有地及び民間所有地については、特に開発制限が加わることがないため、高

架下整備と併せた適正な土地活用手法について、JR 及び民間土地所有者に検討を呼びかける必

要がある。 
 
 
 
 
 

■市の負担額 金額（百万） 備考

土地開発公社用地の買い戻し 1,641 区画整理事業の従前評価額
駐輪・駐車場の切り取り工事費 19 延べ面積約3700㎡、単価5千円/㎡（処分費含まず）
換地に伴う清算金 61

区画整理事業による負担金 38

合計 1,758

■市の負担額
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（３）市街地再開発事業を活用した場合の検討（その１） 

 
 
１）市街地再開発事業の導入に関する検討 

・ ここでは市街地再開発法に基づく第一種市街地再開発事業(権利変換方式)による簡単なケース

スタディを行う。 
・ 施行主体については、施行者が５人未満の場合等については個人施行、地権者が５人以上の場

合は市街地再開発組合施行とすることが出来る。 
【施行区域の要件】 

・ 以下のどちらかの区域であることとなっている。本検討では、市街地再開発促進区域や高度利

用地区等について都市計画決定されたことを前提とするが、現行の用途地域地区の緩和や新た

な制限を考慮せずに検討することとする。 
① 市街地再開発促進区域内 
② 次の条件に該当する土地の区域内 

a．高度利用地区等であること。 
b．一定の耐火建築物の建築面積合計が、区域内の全建築物の建築面積の概ね１／３以下である

こと。または、一定の耐火建築物の敷地面積合計が区域内の全宅地面積の概ね１／３以下で

あること。 
c．区域内に十分な公共施設がなく、土地利用が細分化されていること等により土地の利用状況

が著しく不健全なこと。 
d．都市機能の更新に貢献すること 

【補助対象要件】 

・ 住宅局所管：施行区域の規模(組合施行の場合は 5,000 ㎡以上、個人施行の場合は 1,000 ㎡以上)
の他、有効空地率、建築面積、建築延べ面積、階数、駐車施設、施設建築物の用途の各要件を

満たす必要がある。 
・ 都市・地域整備局所管：政策上の位置づけによる地区限定の他は原則として施行区域面積が

10,000 ㎡以上の地区。 
 
２）市街地再開発事業の計画 

・ 本検討では、下図のように施行区域を設定する。 

 

施行区域(約 10,000 ㎡) 

民間所有地：700 ㎡ JR 用地：2000 ㎡ 国立市所有地：5000 ㎡
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・ また、施行区域における土地利用の考え方を以下のように設定する。 
・ 高度利用ゾーンに建築物を整備し、既存の建築法規上のボリューム検討に基づき、建築物の検

討を行う。 

 
 
 

土地利用の考え方 

既存の建築法規上のボリューム検討(上層階を事務所用途とした場合の検討) 
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【施設建築物の検討】 

・ 従前の建物は、民間所有地の店舗(延べ床約 1100 ㎡)、市所有地の駐車・駐輪場である。 
・ よって施設建築物については、これらの機能を B1～1F に集め、2F に商業・公共施設、3F 以

上を保留床(一部権利床)として住宅機能を導入するものとした。 
・ なお、施設建築物の検討は、高架下の利用と合わせた検討が現実的であるが、ここでは検討を

簡略化するため、便宜的に高架下利用を含めた南口公共施設用地を想定した再開発ビル計画案

を用いるものとする。 
 

 

 

 

容積対象床面積(㎡) 非容積対象床面積(㎡) 用途 階高(m)

PH PH

5 4,100.0 住宅 3.0

4 4,100.0 住宅 3.0

3 4,100.0 住宅 3.0
2 2,700.0 店舗・公共施設 3.5
1 1,500.0 2,600.0 駐輪場・店舗 2.5
B1 2,500.0 駐車場 2.3

小計 16,500.0 5,100.0

合計 21,600.0

施行区域 

建物敷地 
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３）概算事業費の検討 

・ 事業費の計算は、権利変換方式を地上権非設定型として概算した。 
・ 事業規模は約 56 億円程度である。このうち支出では建物工事費を含む「工事費」が殆どを締め、

一方、収入の方は補助金が約 20 億円、保留床処分金が約 36 億円程度である。 
 

 
 

・ 従前資産に基づく従後の資産配分から、施設建築物の各階の床配分を算出した。市は従前資産

が大きいため、3 階の住宅部分についても権利床を得ることが出来る結果となった。 
・ 保留床として確保できる床面積は、10623 ㎡程度である。 

 

 

 

 
【保留床の処分について】 

・ 保留床の販売床単価は、保留床の面積の 80％を専用部分とし、販売経費（純床単価の 20％）を

上乗せすると、50.4 万円/㎡となる。 
・ 周辺の新築分譲住宅の販売床単価は約 55 万円/㎡程度であることから、販売価格上は保留床の処

分について問題がない。 
 
 

B1階 1階 2階 3階 4階 5階

市 48,250 191,620 96,010 57,620 393,500
民間地権者 56,430 56,430
JR 61,920 67,880 129,800

保留床 80,140 137,760 137,760 355,660

計 48,250 309,970 163,890 137,760 137,760 137,760 935,390

従後資産(万円)
計

B1階 1階 2階 3階 4階 5階

市 2,500 2,600 1,582 1,715 8,397
民間地権者 715 715

JR 785 1,118 1,903

保留床 2,385 4,100 4,100 10,585

計 2,500 4,100 2,700 4,100 4,100 4,100 21,600

従後床配分(㎡)
計

土地 建物

市 324,500 69,000 393,500
民間地権者 45,430 11,000 56,430

JR 129,800 129,800

計 499,730 80,000 579,730

従前資産(万円)

費用 金額 構成比 費用 金額 構成比
用地買収費 0百万円 0.00% 補助金 2,016百万円 36.19%
建物買収費 0百万円 0.00% 保留床処分金 3,556百万円 63.81%
その他補償費等 95百万円 1.70%
調査設計計画費 297百万円 5.32%
除去費等 218百万円 3.91%
工事費 4,599百万円 82.53%
事務費 260百万円 4.67%
借入金利子 104百万円 1.86%

合計 5,572百万円 100.00% 合計 5,572百万円 100.00%

支出 収入
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４）特徴と課題 

・ 事業実施による実質的な市の負担額は下表の通りである。 

 

・ 基本的に土地開発公社用地の買い取り費用が殆どを占める。 
・ 補助金については、補助対象となる部分の整備費用のうち 2/3 が補助率となるが、この内訳は、

国費が 1/3、都道府県が 1/6、市町村が 1/6 となっており、市の負担分は補助金額の 1/4 となる。 
 

【事業の採算について】 

・ 本検討では事業採算に問題がなかったが、従前資産の評価や施設建築物の建築費等の要因によ

り、補助金と保留床の処分だけでは支出分を賄いきれない場合も考えられる。この場合は、施

行者の負担金により賄うことになる。 
・ また、保留床の処分は市場に左右されるため、確実とは言い切れずリスクが高い。このため、

参加組合員制度*1や特定建築者制度*2を活用することが望ましいと考えられる。 
・ 市街地再開発事業を活用した場合は、駅舎用地を確保するだけではなく南口公共用地の活用に

ついても併せて検討が進むため、一体的な整備という意味では敷地整序型区画整理を活用した

場合より有利であるが、実質的な市の支出では約 2 倍、事業規模では 50 倍以上となるため、慎

重な検討が必要である。 
 
 

*1)参加組合員制度 
市街地再開発事業の組合施行では、権利変換期日後に原則公募により保留床取得者を定めること

としているが、保留床の処分先を早期に確定することにより、事業リスクの低減を図るため、保留

床取得者をあらかじめ事業の当初段階で参加組合員として定款に定めることが出来る制度。 
*2)特定建築者制度  
 市街地再開発事業では、施行者が自ら施設建築物、施設建築敷地及び公共施設の整備を一体的に

行うのが原則であるが、保留床を取得予定の民間事業者について権利変換計画等に特定建築者とし

て定め、特定建築者自らの負担・ノウハウにより計画・建築工事を行うことができる特例制度。 

■市の負担額 金額（百万） 備考

土地開発公社用地の買い戻し 2,841 再開発事業の従前評価額
建築費等の補助 504 補助金の1/4を負担

合計 3,345

■市の負担額
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（４）市街地再開発事業を活用した場合の検討（その２） 

～用途地域地区の変更により高度利用が可能となった場合 

 
１）市街地再開発事業の計画 

・ 市街地再開発事業は、土地の高度利用について高い位置づけにある地区において実施されるこ

とが多いため、実施にあたっては用途地域地区の変更による規制の緩和が行われる場合がある。 
・ 当地区の既存検討においても、用途地域地区の変更による日影制限の影響を排した検討が行わ

れている。 
・ さらにここでは、駅南側の商業地域が本計画検討区域の全域に渡って適用された場合の、高度

利用による再開発事業（=高容積検討案）について検討を加えることにする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

・ 高容積検討案の再開発ビル計画案とその面積表は以下の通りである。 

 
 

容積対象床面積(㎡) 非容積対象床面積(㎡) 用途 階高(m)

PH PH

8 4,100.0 住宅 3.0
7 4,100.0 住宅 3.0

6 4,100.0 住宅 3.0
5 4,100.0 住宅 3.0

4 4,100.0 住宅 3.0
3 4,100.0 住宅 3.0
2 2,700.0 店舗・公共施設 3.5
1 1,500.0 2,600.0 駐輪場・店舗 2.5

B1 2,500.0 駐車場 2.3

小計 28,800.0 5,100.0

合計

容積率：480％
高さ：24m33,900.0

用途地域地区の変更に関する検討 

用途地域 一種低層住専 

建蔽/容積 50/100 

防火/高度 準防/一種 

日影 4h/2.5H 1.5m 

その他 二種文教 

用途地域 二種中高層住専 

建蔽/容積 50/100 

防火/高度 準防/一種 

日影 4h/2.5H 1.5m 

その他 二種文教 

用途地域 近隣商業 

建蔽/容積 80/300 

防火/高度 防火/三種 

日影 5h/3H 4m 

その他 二種文教 

用途地域 商業 

建蔽/容積 80/500 

防火/高度 防火/－ 

日影 － 

その他 二種文教

用途地域地区の変更 

用途地域 近商→商業 

容積率  300→500 

3～8F 

用途地域地区の変更 

用途地域 一低→近商

容積率  100→400 
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２）概算事業費の検討 

・ この場合の概算事業費は以下の通りである。また、施設建築物の各階の床配分については、前

出の検討と同様の条件で検討した。 

 

 

 

・ 事業規模は、床面積の増加に伴って約 85 億円程度となる。事業の採算上必要となる保留床処分

金は約 61 億円程度である。 
・ 高度利用が可能となったため、全体的に床単価が低くなり、市が確保できる床面積は多くなる。 

【保留床の処分について】 

・ 保留床の販売床単価は、保留床の面積の 80％を専用部分とし、販売経費（純床単価の 20％）を

上乗せすると、45.8 万円/㎡となる。 
・ 周辺の新築分譲住宅の販売床単価は約 55 万円/㎡程度であることから、販売価格上は保留床の処

分について問題がない。 
 
３）特徴と課題 

・ 事業実施による実質的な市の負担額は下表の通りである。市の負担額は、全体事業費の増加に

比較してあまり増加しない。 

 

【事業の採算及び事業の導入について】 

・ 保留床の販売単価が小さくなった分、事業規模を大きくした方が有利ではあるが、同時にこの

場合は保留床面積も増えていることに留意する必要がある。さらに事業規模が 1.5 倍となってい

ることから、事業導入にはさらに慎重な検討が必要である。 

B1階 1階 2階 3階 4階 5階 6階 7階 8階

市 48,000 153,140 49,600 125,050 17,710 393,500
民間地権者 56,430 56,430
JR 40,620 89,180 129,800
保留床 107,340 125,050 125,050 125,050 125,050 607,540

計 48,000 250,190 138,780 125,050 125,050 125,050 125,050 125,050 125,050 1,187,270

計
従後資産(万円)

B1階 1階 2階 3階 4階 5階 6階 7階 8階

市 2,500 2,600 965 4,100 581 10,746
民間地権者 872 872

JR 628 1,735 2,363

保留床 3,519 4,100 4,100 4,100 4,100 19,919

計 2,500 4,100 2,700 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 33,900

従後床配分(㎡)
計

■市の負担額 金額（百万） 備考

土地開発公社用地の買い戻し 2,841 再開発事業の従前評価額
建築費等の補助 605 補助金の1/4を負担

合計 3,446

■市の負担額

費用 金額 構成比 費用 金額 構成比
用地買収費 0百万円 0.00% 補助金 2,420百万円 28.49%
建物買収費 0百万円 0.00% 保留床処分金 6,072百万円 71.51%
その他補償費等 95百万円 1.12%
調査設計計画費 424百万円 5.00%
除去費等 218百万円 2.57%
工事費 7,182百万円 84.57%
事務費 396百万円 4.66%
借入金利子 177百万円 2.08%

合計 8,491百万円 100.00% 合計 8,491百万円 100.00%

支出 収入
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（５）借地により駅舎用地を確保した場合の検討 

 

１）借地による駅舎用地の確保手法に関する検討 

・ 国立市が独自に駅舎用地の 2000 ㎡を JR から借地して地代を支払う。一方、土地開発公社から

買い取る 5000 ㎡の土地を活用することで、借地に伴う財政負担の軽減を図る。 
・ 将来的には、借地部分の底地所有権を、協議の上 JR から買い取ることも可能である。 

 

２）現土地開発公社用地の活用手法に関する検討 

・ 現土地開発公社用地の活用による収入確保ついては、次の二つが考えられる。 
ア）独自に事業を行い事業収入を得る 
イ）土地を貸すことにより地代収入を得る 

・ 現在、土地開発公社用地における駐車場経営は、約 5,000 万円程度の年間収益(事業原価差し引

き後)があり、今後市が土地開発公社用地を買い取って駐車場経営を引き継いだ場合でも、同様

の収益が見込める。 
・ 一方、現土地開発公社用地を市が貸す場合、地代を年間 5,000 万円以上としないとメリットが

ないため、プロポーザル方式等により、それだけの地代を支払える民間事業者を求める必要が

ある。 

【地代の概算】 

・ 一般的な年間の地代の算出手法として、次のような計算式がある。 
（土地の更地価格）×（底地権割合）×（1-0.26）×0.04 

ただし、0.26 は譲渡所得税率、0.04 は運用益率の仮定値 
・ これにより地代を計算すると、JR 所有地部分が 1,453 万円/年、土地開発公社用地部分が 2,672

万円/年となる。 
・ この場合、駐車場経営により見込まれる収益で、駅舎用地として確保する JR 用地の地代がまか

なえる計算になる。(ただし、土地開発公社用地の買い取りの翌年度から、買い取り起債の償還

が始まる) 
・ 一方、現土地開発公社用地の地代は駐車場経営の収益の約半分であり、地代を 5,000 万円以上

とするには、借地人が収益能力の非常に高い事業を展開することが求められる。 

【借地契約の手法】 

・ 駅舎用地部分の借地契約については、比較的長く借地権の存続期間を設定できること、借地権

の更新により、将来的にも駅舎用地を確保し続けることが出来ること、などが契約手法の選定

のための条件となる。よって、駅舎用地部分の借地契約については、通常の借地契約が望まし

いと考えられる。 
・ 一方、現在土地開発公社用地の借地契約については、借地契約終了時に確実に一旦土地が返却

されることが望ましい。そのことから定期借地権方式の方が望ましいと考えられる。また、契

約の存続期間については 10〜20 年程度が妥当であると考えられ、駅前と言う立地条件から考え

ても、事業用定期借地権方式が有力な手法であると考えられる。 
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定期借地権の３タイプと普通借地権（出典：都市･建築･不動産企画開発マニュアル） 

タイプ分類 
借地期間

の要件 
利用目的 手続き 存続期間満了時の対応 

一般定期 

借地権 
50 年以上 限定なし

公正証書等の書面で更

新排除等の特約を結ぶ

期間満了時に借地人は建物を収去

して土地を明け渡す。借地人は建

物買い取り請求が出来ない 

建物譲渡 

特約付き 

借地権 

30 年以上 限定なし

建物譲渡特約を結ぶ 

建物に仮登記を行う 

建物所有権は地主に移転 
定
期
借
地
権 

事業用 

借地権 

10 年以上

20 年以下 

事業用建

物に限る

(住宅は

不可) 

公正証書による設定契

約を行う 

期間満了時に借地人は建物を収去

して土地を明け渡す。借地人は建

物買取請求が出来ない 

普通借地権 30 年以上 限定なし
更新が原則 更新されない場合、借地人は建物

買取請求が出来る 

 

 

３）特徴と課題 

・ この手法における特徴は、土地開発公社用地の買い取りを除けば、直近の大きな財政負担を伴

わずに駅舎保存用地の確保ができると言うところである。 
・ また、駅舎保存用地については、将来的に JR から底地所有権を買い取ることも可能である。現

在の JR 所有地は、土地単価を 81.8 万円/㎡とすると 1,636 百万円であり、路線価図によると借

地権割合が７割、底地権割合が残りの３割となっていることから、借地人である市が JR 所有地

を買い取る場合、土地価格の３割＝49,080 万円で購入することが可能である。 
・ しかし、借地した場合の JR の収入は下表の通りであり、現時点での一括売却の方がメリットが

大きいため、地代交渉などの合意形成は非常に難しくなるものと考えられる。 
 15 年後 30 年後 

JR の地代収入(1,453 万円/年) 21,795 万円  43,590 万円  

底地の売却価格 49,080 万円  49,080 万円  

JR の収入の合計 70,875 万円  
( < 163,600 万円) 

92,670 万円  
( < 163,600 万円) 

 
・ 一方、現土地開発公社用地の活用については、これまでと同様に駐車場経営により収益を得て

いくことが現実的だと考えられる。 
・ 民間事業者への借地については、競争入札方式やプロポーザル方式により事業者の選定を行う

ことが考えられるが、収益性と同時に周辺のまちづくりに効果的な公益性のある事業を優先す

ることが望ましく、その場合にはプロポーザル方式の方が適しているものと考えられる。 
・ また、市の政策や土地の所有形態などの条件が合えば、PFI 方式による公共施設の整備又は公

共サービスの提供について検討することも可能である。 
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（６）南口公共施設等用地とJR国立駅舎用地の一体開発に係る事業手法の課題 

 

・ ここでは、南口公共施設等用地と JR 国立駅舎用地の一体開発に関する具体的な事業手法として

検討した３つの手法(市街地再開発事業の活用については１つにまとめる)について、「事業の実

現性」「合意形成」「南口公共施設等用地の活用性」という側面から評価し、今後の検討課題を

挙げる。 
 

 
事業の現実性 

(事業費の側面) 
合意形成 

南口公共施設等用地の 

活用性 

敷地整序型区

画整理事業を

活用した場合 

土地開発公社用地の

買い取り費用を除け

ば費用負担は過大で

はない範囲と考えら

れる。 

税制面での優遇や費用負

担が過大でないことな

ど、合意形成には有利な

条件がある。 

道路の拡幅整備など基盤整備が整う

ことにより、土地の活用性は上がる。 

民間所有地部分は、敷地整序型区画

整理事業による費用負担を補う開発

が求められるため、事前に調整する

必要がある。 

市街地再開発

事業を活用し

た場合 

土地開発公社用地の

買い取り費用を除け

ば実質的な費用負担

は大きくないが、確実

な保留床の処分、建築

物等工事費の借入な

ど、課題が多い。 

事業費の側面から事業の

現実性が確認されれば、

地権者間の合意形成は可

能であると考えられる。 

一方、高度利用に伴い建

築規模が大きくなること

等については、近隣の住

民や市民の意向に十分配

慮する必要がある。 

一体的な都市基盤の整備及び施設建

築物の整備を行うため、駅前の土地

のポテンシャルを活かした、魅力あ

る拠点的な整備が可能である。 

 

借地により駅

舎用地を確保

した場合 

市としては直近の財

政負担が少なく駅舎

保存用地を確保でき

るが、JR としてはメ

リットがなく、現実的

ではない。 

JR 用地の地代の価格設

定について、JR と協議す

る必要があるが、合意に

至るには双方の大きな譲

歩が必要である。 

市が恒久的に駐車場経営していく必

要があるか検討する必要がある。ま

た、借地する場合はあくまで暫定的

な建築物等の整備に過ぎない。 

道路等の都市基盤についても当面暫

定的な整備のみとなる。 

 
・ 今回の検討の結果とその評価からは、敷地整序型区画整理事業を活用した場合が最も現実的な

手法であると考えられる。 
・ 今後の検討にあたっては次のような課題がある。 

 土地・建物条件の再確認：土地面積、地価等の精査、建物評価など 
 各事業手法の適用の再確認：条件の再確認を踏まえた、各事業の適用性の再確認 

             事業所管部局へのヒアリング 
 関係地権者への意向確認：事業導入に関する JR や民間土地所有者の意向把握 
 事業費等の再検討：再確認後の条件や地権者意向を踏まえた事業費等の再検討 
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【参考】市街地再開発事業を活用した場合の検討(その１)における事業試算の事業費算定
事業費の算定

数量 単価 金額 備考 区分
事業計画作成費 10,000㎡ 5千円 50百万円 区域面積×単価 按分
基本設計費 3,633百万円 1.06% 39百万円 建築工事費×設計料率*1 建物
地盤調査費 12本 600千円 7百万円 調査本数×単価 建物
建築設計費 3,633百万円 3.88% 141百万円 建築工事費×設計料率*1 建物
権利変換計画作成費 10,000㎡ 6千円 60百万円 区域面積×単価 按分
小計1 297百万円
建築物除去費（木造） 0㎡ 6千円 0百万円 従前延床面積×単価 土地
建築物除去費（RC造） 8,000㎡ 12千円 96百万円 従前延床面積×単価 土地
整地費 7,700㎡ 3千円/㎡ 23百万円 従前延床面積×単価 土地
仮設店舗設置費 - - 99百万円 下記（A）参照 土地
小計2 218百万円
用地補償費 4,997百万円 0% 0百万円 用地評価額×転出率 土地

上記相当利息分 0百万円 (6/12)×0.06 0百万円 上記金額×6ヶ月×6％*2 土地
建築補償費 800百万円 0% 0百万円 建物評価額×転出率 土地

上記相当利息分 0百万円 (6/12)×0.06 0百万円 上記金額×6ヶ月×6％*2 土地
動産移転補償・雑費 8,000㎡ 5千円 40百万円 従前延床面積×単価 土地
仮住居補償費 - - 0百万円 下記（B）参照 土地
地代現収補償費 - - 55百万円 下記（C）参照 土地
小計3 95百万円
建築工事費（住宅） 12,300㎡ 210千円 2,583百万円 計画延床面積×単価 建物
建築工事費（店舗） 4,200㎡ 250千円 1,050百万円 計画延床面積×単価 建物
駐車場整備費 5,100㎡ 180千円/㎡ 918百万円 位置義務台数×　㎡×単価 建物
空地整備費 1,900㎡ 25千円 48百万円 計画空地面積×単価 土地
小計4 4,599百万円

5,208百万円
5,208百万円 5% 260百万円 小計1〜4×単価 按分

104百万円 下記（D）参照
5,572百万円 ↓按分分配*3　+↓借入金利利子*4

399百万円
5,173百万円

*1・・・市街地再開発補助要領標準料率
*2・・・評価基準日から権利変換期までの期間を6ヶ月と考えた。
*3・・・事業費のうち、区分が「按分」の部分は、土地・建物事業費の区分比で区分した。
*4・・・借入金利子のうち、（小計④：Σ小計①〜③）を（建物分：土地分）と考え按分した。

（A） 仮設店舗設置費= 店舗等延床面積 ×再入居率 ×単価
1,100㎡ ×100% ×90千円／㎡ =99百万円

（B） 仮住居補償費= 一時金+家賃相当額 =0百万円
（一時金） 標準家賃 ×面積 ×補償期間
転出者 1,300円/㎡月 ×0㎡ ×3ヶ月 =0百万円
再入居者 1,300円/㎡月 ×0㎡ ×3ヶ月 =0百万円
（家賃相当額）
転出者 1,300円/㎡月 ×0㎡ ×6ヶ月 =0百万円
再入居者 1,300円/㎡月 ×0㎡ ×24ヶ月 =0百万円
注）家賃相当額の補償期間については、転出者の場合地区外での再築期間=6ヶ月と考え、再入居者については工事期間=24ヶ月と考えた。

（C） 地代現収補償費= 敷地面積 ×再入居率 ×現在地代 ×（1-0.05） ×補償期間
6,000㎡ ×100% ×400円/㎡月 ×0.95 ×24ヶ月 =55百万円

注）0.05は管理費相当額、補償期間は工事期間と考えた。
（D） 借入金利子= 104百万円

要借入金総額= 事業費-補助金= 5,468百万円 -2,016百万円 =3452百万円
公庫借入金利子= 借入額 ×融資率 ×金利 ×期間 ×借入期間短縮割合

（住宅部分：2/3） 2,301百万円 ×80% ×3.00% ×2年 × 1/2 =55百万円
（店舗部分：1/3） 1,151百万円 ×80% ×3.00% ×2年 × 1/2 =28百万円

市中銀行利子 3,452百万円 ×20% ×3.00% ×2年 × 1/2 =21百万円
注）借入金利子は、要借入金総額が住宅金融公庫融資の貸付対象額となると考えられる。公庫借入金金利は、平成17年3月現在のものとした。

*3 土地分 建物分 計
区分 360百万円 4,738百万円 5,098百万円
按分 26百万円 344百万円 370百万円

*4 土地分 建物分 計
借入金利子 12百万円 91百万円 104百万円

うち土地分
うち建物分

小計1〜4
事務費

借入金利子

土地整備費

調査設計計画費

項目

総事業費

工事費
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除却費等
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【参考】市街地再開発事業を活用した場合の検討(その２)における事業試算の事業費算定
事業費の算定

数量 単価 金額 備考 区分
事業計画作成費 10,000㎡ 5千円 50百万円 区域面積×単価 按分
基本設計費 6,216百万円 1.06% 66百万円 建築工事費×設計料率*1 建物
地盤調査費 12本 600千円 7百万円 調査本数×単価 建物
建築設計費 6,216百万円 3.88% 241百万円 建築工事費×設計料率*1 建物
権利変換計画作成費 10,000㎡ 6千円 60百万円 区域面積×単価 按分
小計1 424百万円
建築物除去費（木造） 0㎡ 6千円 0百万円 従前延床面積×単価 土地
建築物除去費（RC造） 8,000㎡ 12千円 96百万円 従前延床面積×単価 土地
整地費 7,700㎡ 3千円/㎡ 23百万円 従前延床面積×単価 土地
仮設店舗設置費 - - 99百万円 下記（A）参照 土地
小計2 218百万円
用地補償費 4,997百万円 0% 0百万円 用地評価額×転出率 土地

上記相当利息分 0百万円 (6/12)×0.06 0百万円 上記金額×6ヶ月×6％*2 土地
建築補償費 800百万円 0% 0百万円 建物評価額×転出率 土地

上記相当利息分 0百万円 (6/12)×0.06 0百万円 上記金額×6ヶ月×6％*2 土地
動産移転補償・雑費 8,000㎡ 5千円 40百万円 従前延床面積×単価 土地
仮住居補償費 - - 0百万円 下記（B）参照 土地
地代現収補償費 - - 55百万円 下記（C）参照 土地
小計3 95百万円
建築工事費（住宅） 24,600㎡ 210千円 5,166百万円 計画延床面積×単価 建物
建築工事費（店舗） 4,200㎡ 250千円 1,050百万円 計画延床面積×単価 建物
駐車場整備費 5,100㎡ 180千円/㎡ 918百万円 位置義務台数×　㎡×単価 建物
空地整備費 1,900㎡ 25千円 48百万円 計画空地面積×単価 土地
小計4 7,182百万円

7,919百万円
7,919百万円 5% 396百万円 小計1〜4×単価 按分

177百万円 下記（D）参照
8,491百万円 ↓按分分配*3　+↓借入金利利子*4

400百万円
8,091百万円

*1・・・市街地再開発補助要領標準料率
*2・・・評価基準日から権利変換期までの期間を6ヶ月と考えた。
*3・・・事業費のうち、区分が「按分」の部分は、土地・建物事業費の区分比で区分した。
*4・・・借入金利子のうち、（小計④：Σ小計①〜③）を（建物分：土地分）と考え按分した。

（A） 仮設店舗設置費= 店舗等延床面積 ×再入居率 ×単価
1,100㎡ ×100% ×90千円／㎡ =99百万円

（B） 仮住居補償費= 一時金+家賃相当額 =0百万円
（一時金） 標準家賃 ×面積 ×補償期間
転出者 1,300円/㎡月 ×0㎡ ×3ヶ月 =0百万円
再入居者 1,300円/㎡月 ×0㎡ ×3ヶ月 =0百万円
（家賃相当額）
転出者 1,300円/㎡月 ×0㎡ ×6ヶ月 =0百万円
再入居者 1,300円/㎡月 ×0㎡ ×24ヶ月 =0百万円
注）家賃相当額の補償期間については、転出者の場合地区外での再築期間=6ヶ月と考え、再入居者については工事期間=24ヶ月と考えた。

（C） 地代現収補償費= 敷地面積 ×再入居率 ×現在地代 ×（1-0.05） ×補償期間
6,000㎡ ×100% ×400円/㎡月 ×0.95 ×24ヶ月 =55百万円

注）0.05は管理費相当額、補償期間は工事期間と考えた。
（D） 借入金利子= 177百万円

要借入金総額= 事業費-補助金= 8,315百万円 -2,420百万円 =5895百万円
公庫借入金利子= 借入額 ×融資率 ×金利 ×期間 ×借入期間短縮割合

（住宅部分：2/3） 3,930百万円 ×80% ×3.00% ×2年 × 1/2 =94百万円
（店舗部分：1/3） 1,965百万円 ×80% ×3.00% ×2年 × 1/2 =47百万円

市中銀行利子 5,895百万円 ×20% ×3.00% ×2年 × 1/2 =35百万円
注）借入金利子は、要借入金総額が住宅金融公庫融資の貸付対象額となると考えられる。公庫借入金金利は、平成17年3月現在のものとした。

*3 土地分 建物分 計
区分 360百万円 7,448百万円 7,809百万円
按分 23百万円 483百万円 506百万円

*4 土地分 建物分 計
借入金利子 16百万円 160百万円 177百万円

うち土地分
うち建物分

小計1〜4
事務費

借入金利子

土地整備費

調査設計計画費

項目

総事業費

工事費

補償費

除却費等
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資料１ 
敷地整序型区画整理事業について 

(出典：都市・建築・不動産企画開発マニュアル) 
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資料２ 
等価交換方式の事業について 

(出典：都市・建築・不動産企画開発マニュアル) 
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資料３ 
市街地再開発事業の概要 

(出典：都市・建築・不動産企画開発マニュアル) 
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資料４ 
市街地再開発事業の収支の仕組みについて 

(出典：都市・建築・不動産企画開発マニュアル) 
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